
使用料等改定内容一覧

№ カテゴリ 施設名 条例・規則名 お問い合わせ先 現行金額 改定金額

1 体育施設
東御中央公園第
一体育館

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・利用料
１ 営利を目的としない場合
 (1)スポーツに利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）1,500円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）3,000円
 (2)集会等に利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）3,000円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）7,500円
 (3)営利を目的とする場合（1時間）15,000円

・電灯料　（１時間）2,400円

・利用料
１ 営利を目的としない場合
 (1)スポーツに利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）1,520円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）3,050円
 (2)集会等に利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）3,050円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）7,630円
 (3)営利を目的とする場合（1時間）15,270円
※その他現行のとおり

・電灯料　（1時間）2,440円
　

2 体育施設
東御中央公園第
二体育館

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・利用料
１ 営利を目的としない場合
 (1)スポーツに利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）600円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）1,200円
 (2)集会等に利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）1,200円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）3,000円
 (3)営利を目的とする場合（1時間）10,000円

・電灯料　（１時間）800円
　

・利用料
１ 営利を目的としない場合
 (1)スポーツに利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）610円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）1,220円
 (2)集会等に利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）1,220円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）3,050円
 (3)営利を目的とする場合（1時間）10,180円
※その他現行のとおり

・電灯料　（１時間）810円
　

3 体育施設
東御中央公園弓
道場

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・利用料
１ 近的（１時間）1,000円

・利用料
１ 近的（１時間）1,010円

※その他現行のとおり

4 体育施設
東御中央公園マ
レットゴルフコース

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・利用料
１ 専用する場合（１時間）1,000円

・利用料
１ 専用する場合（１時間）1,010円
※その他現行のとおり

5 体育施設
東御市ふれあい
体育館

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・利用料
１ 営利を目的としない場合
 (1)スポーツに利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）600円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）1,200円
 (2)集会等に利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）1,200円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）3,000円
 (3)営利を目的とする場合（1時間）10,000円

・電灯料
１ 全点灯（１時間）1,400円
２ 半点灯（１時間）700円

・利用料
１ 営利を目的としない場合
 (1)スポーツに利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）610円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）1,220円
 (2)集会等に利用する場合
　　入場料等を徴収しない場合（１時間）1,220円
　　入場料等を徴収する場合（１時間）3,050円
 (3)営利を目的とする場合（1時間）10,180円
※その他現行のとおり

・電灯料
１ 全点灯（１時間）1,420円
２ 半点灯（１時間）710円

6 体育施設
東御市海野マレッ
トゴルフ場

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・利用料
１ 一般
　回数券（11枚）5,000円
　１年券10,000円
２ 小学生及び中学生
　回数券（11枚）2,000円

・利用料
１ 一般
　回数券（11枚）5,090円
　１年券10,180円
２ 小学生及び中学生
　回数券（11枚）2,030円
※その他現行のとおり

7 体育施設
東御中央公園グラ
ウンド

東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・電灯料
１ 野球　半面（１時間）2,000円
２ その他の種目　半面（１時間）1,000円

・電灯料
１ 野球　半面（１時間）2,030円
２ その他の種目　半面（１時間）1,010円

8 体育施設 北御牧グラウンド
東御市体育施設
条例

文化・スポーツ
振興課
☎75-1455

・電灯料
１ 野球 （１時間）2,000円
２ ソフトボールA面（１時間）1,000円
３ ソフトボールB面（１時間）800円

・電灯料
１ 野球 （１時間）2,030円
２ ソフトボールA面（１時間）1,010円
３ ソフトボールB面（１時間）810円

9 文化施設 文化会館 文化会館条例
文化・スポーツ

振興課
☎75-1455

■ホール
入場料を徴収しないで利用する場合
平日
午前９時から正午まで　14,000円
午後１時から午後５時まで　21,000円
午後６時から午後10時まで　26,000円
午前９時から午後５時まで　35,000円
午後１時から午後10時まで　47,000円
午前９時から午後10時まで　61,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　16,000円
午後１時から午後５時まで　25,000円
午後６時から午後10時まで　30,000円
午前９時から午後５時まで　41,000円
午後１時から午後10時まで　55,000円
午前９時から午後10時まで　71,000円
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場
合
平日
午前９時から正午まで　18,000円
午後１時から午後５時まで　28,000円
午後６時から午後10時まで　33,000円
午前９時から午後５時まで　46,000円
午後１時から午後10時まで　61,000円
午前９時から午後10時まで　79,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　21,000円
午後１時から午後５時まで　33,000円
午後６時から午後10時まで　38,000円
午前９時から午後５時まで　54,000円
午後１時から午後10時まで　71,000円
午前９時から午後10時まで　92,000円
1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴
収して利用する場合
平日
午前９時から正午まで　24,000円
午後１時から午後５時まで　36,000円
午後６時から午後10時まで　43,000円
午前９時から午後５時まで　60,000円
午後１時から午後10時まで　79,000円
午前９時から午後10時まで　103,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　27,000円
午後１時から午後５時まで　41,000円
午後６時から午後10時まで　48,000円
午前９時から午後５時まで　68,000円
午後１時から午後10時まで　89,000円
午前９時から午後10時まで　116,000円
3,000円を超える入場料を徴収して利用する
場合
平日
午前９時から正午まで　28,000円
午後１時から午後５時まで　43,000円
午後６時から午後10時まで　52,000円
午前９時から午後５時まで　71,000円
午後１時から午後10時まで　95,000円
午前９時から午後10時まで　123,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　32,000円
午後１時から午後５時まで　49,000円
午後６時から午後10時まで　58,000円
午前９時から午後５時まで　81,000円
午後１時から午後10時まで　107,000円
午前９時から午後10時まで　139,000円

■楽屋１，２，３
午前９時から正午まで　500円
午後１時から午後５時まで　600円
午後６時から午後10時まで　700円
午前９時から午後５時まで　1,100円
午後１時から午後10時まで　1,300円
午前９時から午後10時まで　1,800円

■楽屋４
午前９時から正午まで　800円
午後１時から午後５時まで　900円
午後６時から午後10時まで　1,000円
午前９時から午後５時まで　1,700円
午後１時から午後10時まで　1,900円
午前９時から午後10時まで　2,700円

■リハーサル室
午前９時から正午まで　1,500円
午後１時から午後５時まで　1,800円
午後６時から午後10時まで　2,000円
午前９時から午後５時まで　3,300円
午後１時から午後10時まで　3,800円
午前９時から午後10時まで　5,300円

■練習室
午前９時から正午まで　1,300円
午後１時から午後５時まで　1,600円
午後６時から午後10時まで　1,800円
午前９時から午後５時まで　2,900円
午後１時から午後10時まで　3,400円
午前９時から午後10時まで　4,700円

■会議室１、会議室２、会議室３
午前９時から正午まで　1,000円
午後１時から午後５時まで　1,200円
午後６時から午後10時まで　1,400円
午前９時から午後５時まで　2,200円
午後１時から午後10時まで　2,600円
午前９時から午後10時まで　3,600円

■展示室
午前９時から正午まで　3,000円
午後１時から午後５時まで　3,000円
午後６時から午後10時まで　3,000円
午前９時から午後５時まで　6,000円
午後１時から午後10時まで　6,000円
午前９時から午後10時まで　9,000円

■付属設備を利用する場合の利用料金
舞台所作台（花道を含む。）　１式　8,000円
松竹羽目　１式 1,000円
金屏風 １双 1,500円
仮設鳥屋囲 １式 1,000円
緋毛せん １枚 200円
上敷ござ １枚 100円
地がすり １枚 1,500円
効果用幕 １枚 800円
音響反射板 １式 4,000円
オーケストラ台 １式 2,000円
平台 １台 200円
演台（司会卓、脇台及び花台を含む。）
 １式 500円
バレエ用シート １枚 500円
効果用マシン １台 500円
照明セット
 Aセット（50kwまで）
 １式 10,000円
 Bセット（100kwまで）
 １式 20,000円
 Cセット（150kwまで） １式 30,000円
 Dセット（200kwまで） １式 40,000円
ただし、200kwを超える場合は、40,000円に、
200kwを超える50kwまでごとに10,000円を加
算した額
パーライト １台 250円
ハロゲンスポットライト(500W) １台 250円
ハロゲンスポットライト(1Kw) １台 300円
ハロゲンスポットライト（1.5Kw） １台 350円
カッタースポットライト １台 300円
クセノンピンスポットライト １台 3,000円
ストリップライト １台 300円
効果用スポット １台 700円
先玉 １台 200円
舞台フットライト １式 500円
花道フットライト １式 300円
ストロボ １式700円
ミラーボール １台 700円
マイクロフォン １台 600円
３点吊マイクロフォン装置 １基 1,000円
ワイヤレスマイクロフォン
 １台 1,000円
ステージスピーカー １式 1,000円
跳返りスピーカー １式 1,000円
可搬型ミキサー １式 1,000円
可搬型グラフィックイコライザー １台 500円
可搬型エフェクター １台 500円
カセットテープレコーダー １台 500円
CDプレーヤー １台 500円
MDレコーダー １台 500円
ビデオデッキ １台 500円
DVDプレーヤー １台 500円
拡声装置 １式 3,000円
ピアノ（外国製） １台 10,000円
ピアノ（日本製） １台5,000円
大太鼓 １台 500円
映写機 １台 2,000円
映写スクリーン １枚 1,000円
プロジェクター １台 2,000円
シャワー又は浴室 １式 1,000円

■冷房又は暖房を使用する場合の利用料
金
ホール １時間までごとに 6,000円

■ホール
入場料を徴収しないで利用する場合
平日
午前９時から正午まで　14,250円
午後１時から午後５時まで　21,380円
午後６時から午後10時まで　26,480円
午前９時から午後５時まで　35,640円
午後１時から午後10時まで　47,870円
午前９時から午後10時まで　62,120円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　16,290円
午後１時から午後５時まで　25,460円
午後６時から午後10時まで　30,550円
午前９時から午後５時まで　41,750円
午後１時から午後10時まで　56,010円
午前９時から午後10時まで　72,310円
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場
合
平日
午前９時から正午まで　18,330円
午後１時から午後５時まで　28,510円
午後６時から午後10時まで　33,610円
午前９時から午後５時まで　46,850円
午後１時から午後10時まで　62,120円
午前９時から午後10時まで　80,460円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　21,380円
午後１時から午後５時まで　33,610円
午後６時から午後10時まで　38,700円
午前９時から午後５時まで　55,000円
午後１時から午後10時まで　72,310円
午前９時から午後10時まで　93,700円
1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴
収して利用する場合
平日
午前９時から正午まで　24,440円
午後１時から午後５時まで　36,660円
午後６時から午後10時まで　43,790円
午前９時から午後５時まで　61,110円
午後１時から午後10時まで　80,460円
午前９時から午後10時まで　104,900円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　27,500円
午後１時から午後５時まで　41,750円
午後６時から午後10時まで　48,880円
午前９時から午後５時まで　69,250円
午後１時から午後10時まで　90,640円
午前９時から午後10時まで　118,140円
3,000円を超える入場料を徴収して利用する
場合
平日
午前９時から正午まで　28,510円
午後１時から午後５時まで　43,790円
午後６時から午後10時まで　52,960円
午前９時から午後５時まで　72,310円
午後１時から午後10時まで　96,750円
午前９時から午後10時まで　125,270円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　32,590円
午後１時から午後５時まで　49,900円
午後６時から午後10時まで　59,070円
午前９時から午後５時まで　82,500円
午後１時から午後10時まで　108,980円
午前９時から午後10時まで　141,570円

■楽屋１，２，３
午前９時から正午まで　500円
午後１時から午後５時まで　610円
午後６時から午後10時まで　710円
午前９時から午後５時まで　1,120円
午後１時から午後10時まで　1,320円
午前９時から午後10時まで　1,830円

■楽屋４
午前９時から正午まで　810円
午後１時から午後５時まで　910円
午後６時から午後10時まで　1,010円
午前９時から午後５時まで　1,730円
午後１時から午後10時まで　1,930円
午前９時から午後10時まで　2,750円

■リハーサル室
午前９時から正午まで　1,520円
午後１時から午後５時まで　1,830円
午後６時から午後10時まで　2,030円
午前９時から午後５時まで　3,360円
午後１時から午後10時まで　3,870円
午前９時から午後10時まで　5,390円

■練習室
午前９時から正午まで　1,320円
午後１時から午後５時まで　1,620円
午後６時から午後10時まで　1,830円
午前９時から午後５時まで　2,950円
午後１時から午後10時まで　3,460円
午前９時から午後10時まで　4,780円

■会議室１、会議室２、会議室３
午前９時から正午まで　1,010円
午後１時から午後５時まで　1,220円
午後６時から午後10時まで　1,420円
午前９時から午後５時まで　2,240円
午後１時から午後10時まで　2,640円
午前９時から午後10時まで　3,660円

■展示室
午前９時から正午まで　3,050円
午後１時から午後５時まで　3,050円
午後６時から午後10時まで　3,050円
午前９時から午後５時まで　6,110円
午後１時から午後10時まで　6,110円
午前９時から午後10時まで　9,160円

■付属設備を利用する場合の利用料金
舞台所作台（花道を含む。）　１式　8,140円
松竹羽目　１式 1,010円
金屏風 １双 1,520円
仮設鳥屋囲 １式 1,010円
緋毛せん １枚 200円
上敷ござ １枚 100円
地がすり １枚 1,520円
効果用幕 １枚 810円
音響反射板 １式 4,070円
オーケストラ台 １式 2,030円
平台 １台 200円
演台（司会卓、脇台及び花台を含む。）
 １式 500円
バレエ用シート １枚 500円
効果用マシン １台 500円
照明セット
 Aセット（50kwまで）
 １式 10,180円
 Bセット（100kwまで）
 １式 20,370円
 Cセット（150kwまで） １式 30,550円
 Dセット（200kwまで） １式 40,740円
ただし、200kwを超える場合は、40,740円に、
200kwを超える50kwまでごとに10,000円を加
算した額
パーライト １台 250円
ハロゲンスポットライト(500W) １台 250円
ハロゲンスポットライト(1Kw) １台 300円
ハロゲンスポットライト（1.5Kw） １台 350円
カッタースポットライト １台 300円
クセノンピンスポットライト １台 3,050円
ストリップライト １台 300円
効果用スポット １台 710円
先玉 １台 200円
舞台フットライト １式 500円
花道フットライト １式 300円
ストロボ １式 710円
ミラーボール １台 710円
マイクロフォン １台 610円
３点吊マイクロフォン装置 １基 1,010円
ワイヤレスマイクロフォン
 １台 1,010円
ステージスピーカー １式 1,010円
跳返りスピーカー １式 1,010円
可搬型ミキサー １式 1,010円
可搬型グラフィックイコライザー １台 500円
可搬型エフェクター １台 500円
カセットテープレコーダー １台 500円
CDプレーヤー １台 500円
MDレコーダー １台 500円
ビデオデッキ １台 500円
DVDプレーヤー １台 500円
拡声装置 １式 3,050円
ピアノ（外国製） １台 10,180円
ピアノ（日本製） １台 5,090円
大太鼓 １台 500円
映写機 １台 2,030円
映写スクリーン １枚 1,010円
プロジェクター １台 2,030円
シャワー又は浴室 １式 1,010円

■冷房又は暖房を使用する場合の利用料
金
ホール １時間までごとに 6,110円



9 文化施設 文化会館 文化会館条例
文化・スポーツ

振興課
☎75-1455

■ホール
入場料を徴収しないで利用する場合
平日
午前９時から正午まで　14,000円
午後１時から午後５時まで　21,000円
午後６時から午後10時まで　26,000円
午前９時から午後５時まで　35,000円
午後１時から午後10時まで　47,000円
午前９時から午後10時まで　61,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　16,000円
午後１時から午後５時まで　25,000円
午後６時から午後10時まで　30,000円
午前９時から午後５時まで　41,000円
午後１時から午後10時まで　55,000円
午前９時から午後10時まで　71,000円
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場
合
平日
午前９時から正午まで　18,000円
午後１時から午後５時まで　28,000円
午後６時から午後10時まで　33,000円
午前９時から午後５時まで　46,000円
午後１時から午後10時まで　61,000円
午前９時から午後10時まで　79,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　21,000円
午後１時から午後５時まで　33,000円
午後６時から午後10時まで　38,000円
午前９時から午後５時まで　54,000円
午後１時から午後10時まで　71,000円
午前９時から午後10時まで　92,000円
1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴
収して利用する場合
平日
午前９時から正午まで　24,000円
午後１時から午後５時まで　36,000円
午後６時から午後10時まで　43,000円
午前９時から午後５時まで　60,000円
午後１時から午後10時まで　79,000円
午前９時から午後10時まで　103,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　27,000円
午後１時から午後５時まで　41,000円
午後６時から午後10時まで　48,000円
午前９時から午後５時まで　68,000円
午後１時から午後10時まで　89,000円
午前９時から午後10時まで　116,000円
3,000円を超える入場料を徴収して利用する
場合
平日
午前９時から正午まで　28,000円
午後１時から午後５時まで　43,000円
午後６時から午後10時まで　52,000円
午前９時から午後５時まで　71,000円
午後１時から午後10時まで　95,000円
午前９時から午後10時まで　123,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　32,000円
午後１時から午後５時まで　49,000円
午後６時から午後10時まで　58,000円
午前９時から午後５時まで　81,000円
午後１時から午後10時まで　107,000円
午前９時から午後10時まで　139,000円

■楽屋１，２，３
午前９時から正午まで　500円
午後１時から午後５時まで　600円
午後６時から午後10時まで　700円
午前９時から午後５時まで　1,100円
午後１時から午後10時まで　1,300円
午前９時から午後10時まで　1,800円

■楽屋４
午前９時から正午まで　800円
午後１時から午後５時まで　900円
午後６時から午後10時まで　1,000円
午前９時から午後５時まで　1,700円
午後１時から午後10時まで　1,900円
午前９時から午後10時まで　2,700円

■リハーサル室
午前９時から正午まで　1,500円
午後１時から午後５時まで　1,800円
午後６時から午後10時まで　2,000円
午前９時から午後５時まで　3,300円
午後１時から午後10時まで　3,800円
午前９時から午後10時まで　5,300円

■練習室
午前９時から正午まで　1,300円
午後１時から午後５時まで　1,600円
午後６時から午後10時まで　1,800円
午前９時から午後５時まで　2,900円
午後１時から午後10時まで　3,400円
午前９時から午後10時まで　4,700円

■会議室１、会議室２、会議室３
午前９時から正午まで　1,000円
午後１時から午後５時まで　1,200円
午後６時から午後10時まで　1,400円
午前９時から午後５時まで　2,200円
午後１時から午後10時まで　2,600円
午前９時から午後10時まで　3,600円

■展示室
午前９時から正午まで　3,000円
午後１時から午後５時まで　3,000円
午後６時から午後10時まで　3,000円
午前９時から午後５時まで　6,000円
午後１時から午後10時まで　6,000円
午前９時から午後10時まで　9,000円

■付属設備を利用する場合の利用料金
舞台所作台（花道を含む。）　１式　8,000円
松竹羽目　１式 1,000円
金屏風 １双 1,500円
仮設鳥屋囲 １式 1,000円
緋毛せん １枚 200円
上敷ござ １枚 100円
地がすり １枚 1,500円
効果用幕 １枚 800円
音響反射板 １式 4,000円
オーケストラ台 １式 2,000円
平台 １台 200円
演台（司会卓、脇台及び花台を含む。）
 １式 500円
バレエ用シート １枚 500円
効果用マシン １台 500円
照明セット
 Aセット（50kwまで）
 １式 10,000円
 Bセット（100kwまで）
 １式 20,000円
 Cセット（150kwまで） １式 30,000円
 Dセット（200kwまで） １式 40,000円
ただし、200kwを超える場合は、40,000円に、
200kwを超える50kwまでごとに10,000円を加
算した額
パーライト １台 250円
ハロゲンスポットライト(500W) １台 250円
ハロゲンスポットライト(1Kw) １台 300円
ハロゲンスポットライト（1.5Kw） １台 350円
カッタースポットライト １台 300円
クセノンピンスポットライト １台 3,000円
ストリップライト １台 300円
効果用スポット １台 700円
先玉 １台 200円
舞台フットライト １式 500円
花道フットライト １式 300円
ストロボ １式700円
ミラーボール １台 700円
マイクロフォン １台 600円
３点吊マイクロフォン装置 １基 1,000円
ワイヤレスマイクロフォン
 １台 1,000円
ステージスピーカー １式 1,000円
跳返りスピーカー １式 1,000円
可搬型ミキサー １式 1,000円
可搬型グラフィックイコライザー １台 500円
可搬型エフェクター １台 500円
カセットテープレコーダー １台 500円
CDプレーヤー １台 500円
MDレコーダー １台 500円
ビデオデッキ １台 500円
DVDプレーヤー １台 500円
拡声装置 １式 3,000円
ピアノ（外国製） １台 10,000円
ピアノ（日本製） １台5,000円
大太鼓 １台 500円
映写機 １台 2,000円
映写スクリーン １枚 1,000円
プロジェクター １台 2,000円
シャワー又は浴室 １式 1,000円

■冷房又は暖房を使用する場合の利用料
金
ホール １時間までごとに 6,000円

■ホール
入場料を徴収しないで利用する場合
平日
午前９時から正午まで　14,250円
午後１時から午後５時まで　21,380円
午後６時から午後10時まで　26,480円
午前９時から午後５時まで　35,640円
午後１時から午後10時まで　47,870円
午前９時から午後10時まで　62,120円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　16,290円
午後１時から午後５時まで　25,460円
午後６時から午後10時まで　30,550円
午前９時から午後５時まで　41,750円
午後１時から午後10時まで　56,010円
午前９時から午後10時まで　72,310円
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場
合
平日
午前９時から正午まで　18,330円
午後１時から午後５時まで　28,510円
午後６時から午後10時まで　33,610円
午前９時から午後５時まで　46,850円
午後１時から午後10時まで　62,120円
午前９時から午後10時まで　80,460円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　21,380円
午後１時から午後５時まで　33,610円
午後６時から午後10時まで　38,700円
午前９時から午後５時まで　55,000円
午後１時から午後10時まで　72,310円
午前９時から午後10時まで　93,700円
1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴
収して利用する場合
平日
午前９時から正午まで　24,440円
午後１時から午後５時まで　36,660円
午後６時から午後10時まで　43,790円
午前９時から午後５時まで　61,110円
午後１時から午後10時まで　80,460円
午前９時から午後10時まで　104,900円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　27,500円
午後１時から午後５時まで　41,750円
午後６時から午後10時まで　48,880円
午前９時から午後５時まで　69,250円
午後１時から午後10時まで　90,640円
午前９時から午後10時まで　118,140円
3,000円を超える入場料を徴収して利用する
場合
平日
午前９時から正午まで　28,510円
午後１時から午後５時まで　43,790円
午後６時から午後10時まで　52,960円
午前９時から午後５時まで　72,310円
午後１時から午後10時まで　96,750円
午前９時から午後10時まで　125,270円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　32,590円
午後１時から午後５時まで　49,900円
午後６時から午後10時まで　59,070円
午前９時から午後５時まで　82,500円
午後１時から午後10時まで　108,980円
午前９時から午後10時まで　141,570円

■楽屋１，２，３
午前９時から正午まで　500円
午後１時から午後５時まで　610円
午後６時から午後10時まで　710円
午前９時から午後５時まで　1,120円
午後１時から午後10時まで　1,320円
午前９時から午後10時まで　1,830円

■楽屋４
午前９時から正午まで　810円
午後１時から午後５時まで　910円
午後６時から午後10時まで　1,010円
午前９時から午後５時まで　1,730円
午後１時から午後10時まで　1,930円
午前９時から午後10時まで　2,750円

■リハーサル室
午前９時から正午まで　1,520円
午後１時から午後５時まで　1,830円
午後６時から午後10時まで　2,030円
午前９時から午後５時まで　3,360円
午後１時から午後10時まで　3,870円
午前９時から午後10時まで　5,390円

■練習室
午前９時から正午まで　1,320円
午後１時から午後５時まで　1,620円
午後６時から午後10時まで　1,830円
午前９時から午後５時まで　2,950円
午後１時から午後10時まで　3,460円
午前９時から午後10時まで　4,780円

■会議室１、会議室２、会議室３
午前９時から正午まで　1,010円
午後１時から午後５時まで　1,220円
午後６時から午後10時まで　1,420円
午前９時から午後５時まで　2,240円
午後１時から午後10時まで　2,640円
午前９時から午後10時まで　3,660円

■展示室
午前９時から正午まで　3,050円
午後１時から午後５時まで　3,050円
午後６時から午後10時まで　3,050円
午前９時から午後５時まで　6,110円
午後１時から午後10時まで　6,110円
午前９時から午後10時まで　9,160円

■付属設備を利用する場合の利用料金
舞台所作台（花道を含む。）　１式　8,140円
松竹羽目　１式 1,010円
金屏風 １双 1,520円
仮設鳥屋囲 １式 1,010円
緋毛せん １枚 200円
上敷ござ １枚 100円
地がすり １枚 1,520円
効果用幕 １枚 810円
音響反射板 １式 4,070円
オーケストラ台 １式 2,030円
平台 １台 200円
演台（司会卓、脇台及び花台を含む。）
 １式 500円
バレエ用シート １枚 500円
効果用マシン １台 500円
照明セット
 Aセット（50kwまで）
 １式 10,180円
 Bセット（100kwまで）
 １式 20,370円
 Cセット（150kwまで） １式 30,550円
 Dセット（200kwまで） １式 40,740円
ただし、200kwを超える場合は、40,740円に、
200kwを超える50kwまでごとに10,000円を加
算した額
パーライト １台 250円
ハロゲンスポットライト(500W) １台 250円
ハロゲンスポットライト(1Kw) １台 300円
ハロゲンスポットライト（1.5Kw） １台 350円
カッタースポットライト １台 300円
クセノンピンスポットライト １台 3,050円
ストリップライト １台 300円
効果用スポット １台 710円
先玉 １台 200円
舞台フットライト １式 500円
花道フットライト １式 300円
ストロボ １式 710円
ミラーボール １台 710円
マイクロフォン １台 610円
３点吊マイクロフォン装置 １基 1,010円
ワイヤレスマイクロフォン
 １台 1,010円
ステージスピーカー １式 1,010円
跳返りスピーカー １式 1,010円
可搬型ミキサー １式 1,010円
可搬型グラフィックイコライザー １台 500円
可搬型エフェクター １台 500円
カセットテープレコーダー １台 500円
CDプレーヤー １台 500円
MDレコーダー １台 500円
ビデオデッキ １台 500円
DVDプレーヤー １台 500円
拡声装置 １式 3,050円
ピアノ（外国製） １台 10,180円
ピアノ（日本製） １台 5,090円
大太鼓 １台 500円
映写機 １台 2,030円
映写スクリーン １枚 1,010円
プロジェクター １台 2,030円
シャワー又は浴室 １式 1,010円

■冷房又は暖房を使用する場合の利用料
金
ホール １時間までごとに 6,110円



10 道路 東御市道
東御市道路占用
料徴収条例

建設課
☎64-5892

占用期間が1月未満の場合、算定額に1.08
を乗じた額とする。

占用期間が1月未満の場合、算定額に1.10
を乗じた額とする。

11 温泉施設 湯楽里館
東御市農業農村
活性化施設条例

商工観光課
☎64—5895

・入館料
　1回利用券（大人）　500円
　11回利用券（大人）　5,000円
・研修室料
　大研修室1時間当たり　2,500円
　中研修室1時間当たり　1,000円

・入館料
　1回利用券（大人）　510円
　11回利用券（大人）　5,100円
・研修室料
　大研修室1時間当たり　2,540円
　中研修室1時間当たり　1,020円

12 温泉施設 ゆぅふるtanaka
東御市温泉健康
複合施設条例

商工観光課
☎64—5895

・エクササイズスパゾーン（温泉エリア）
　1回利用券（大人）　500円
　11回利用券（大人）　5,000円
・エクササイズスパゾーン・スポーツゾーン
　1回利用券　1,000円
　月利用登録料　2,000円

・エクササイズスパゾーン（温泉エリア）
　1回利用券（大人）　510円
　11回利用券（大人）　5,100円
・エクササイズスパゾーン・スポーツゾーン
　1回利用券　1,020円
　月利用登録料　2,030円

9 文化施設 文化会館 文化会館条例
文化・スポーツ

振興課
☎75-1455

■ホール
入場料を徴収しないで利用する場合
平日
午前９時から正午まで　14,000円
午後１時から午後５時まで　21,000円
午後６時から午後10時まで　26,000円
午前９時から午後５時まで　35,000円
午後１時から午後10時まで　47,000円
午前９時から午後10時まで　61,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　16,000円
午後１時から午後５時まで　25,000円
午後６時から午後10時まで　30,000円
午前９時から午後５時まで　41,000円
午後１時から午後10時まで　55,000円
午前９時から午後10時まで　71,000円
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場
合
平日
午前９時から正午まで　18,000円
午後１時から午後５時まで　28,000円
午後６時から午後10時まで　33,000円
午前９時から午後５時まで　46,000円
午後１時から午後10時まで　61,000円
午前９時から午後10時まで　79,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　21,000円
午後１時から午後５時まで　33,000円
午後６時から午後10時まで　38,000円
午前９時から午後５時まで　54,000円
午後１時から午後10時まで　71,000円
午前９時から午後10時まで　92,000円
1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴
収して利用する場合
平日
午前９時から正午まで　24,000円
午後１時から午後５時まで　36,000円
午後６時から午後10時まで　43,000円
午前９時から午後５時まで　60,000円
午後１時から午後10時まで　79,000円
午前９時から午後10時まで　103,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　27,000円
午後１時から午後５時まで　41,000円
午後６時から午後10時まで　48,000円
午前９時から午後５時まで　68,000円
午後１時から午後10時まで　89,000円
午前９時から午後10時まで　116,000円
3,000円を超える入場料を徴収して利用する
場合
平日
午前９時から正午まで　28,000円
午後１時から午後５時まで　43,000円
午後６時から午後10時まで　52,000円
午前９時から午後５時まで　71,000円
午後１時から午後10時まで　95,000円
午前９時から午後10時まで　123,000円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　32,000円
午後１時から午後５時まで　49,000円
午後６時から午後10時まで　58,000円
午前９時から午後５時まで　81,000円
午後１時から午後10時まで　107,000円
午前９時から午後10時まで　139,000円

■楽屋１，２，３
午前９時から正午まで　500円
午後１時から午後５時まで　600円
午後６時から午後10時まで　700円
午前９時から午後５時まで　1,100円
午後１時から午後10時まで　1,300円
午前９時から午後10時まで　1,800円

■楽屋４
午前９時から正午まで　800円
午後１時から午後５時まで　900円
午後６時から午後10時まで　1,000円
午前９時から午後５時まで　1,700円
午後１時から午後10時まで　1,900円
午前９時から午後10時まで　2,700円

■リハーサル室
午前９時から正午まで　1,500円
午後１時から午後５時まで　1,800円
午後６時から午後10時まで　2,000円
午前９時から午後５時まで　3,300円
午後１時から午後10時まで　3,800円
午前９時から午後10時まで　5,300円

■練習室
午前９時から正午まで　1,300円
午後１時から午後５時まで　1,600円
午後６時から午後10時まで　1,800円
午前９時から午後５時まで　2,900円
午後１時から午後10時まで　3,400円
午前９時から午後10時まで　4,700円

■会議室１、会議室２、会議室３
午前９時から正午まで　1,000円
午後１時から午後５時まで　1,200円
午後６時から午後10時まで　1,400円
午前９時から午後５時まで　2,200円
午後１時から午後10時まで　2,600円
午前９時から午後10時まで　3,600円

■展示室
午前９時から正午まで　3,000円
午後１時から午後５時まで　3,000円
午後６時から午後10時まで　3,000円
午前９時から午後５時まで　6,000円
午後１時から午後10時まで　6,000円
午前９時から午後10時まで　9,000円

■付属設備を利用する場合の利用料金
舞台所作台（花道を含む。）　１式　8,000円
松竹羽目　１式 1,000円
金屏風 １双 1,500円
仮設鳥屋囲 １式 1,000円
緋毛せん １枚 200円
上敷ござ １枚 100円
地がすり １枚 1,500円
効果用幕 １枚 800円
音響反射板 １式 4,000円
オーケストラ台 １式 2,000円
平台 １台 200円
演台（司会卓、脇台及び花台を含む。）
 １式 500円
バレエ用シート １枚 500円
効果用マシン １台 500円
照明セット
 Aセット（50kwまで）
 １式 10,000円
 Bセット（100kwまで）
 １式 20,000円
 Cセット（150kwまで） １式 30,000円
 Dセット（200kwまで） １式 40,000円
ただし、200kwを超える場合は、40,000円に、
200kwを超える50kwまでごとに10,000円を加
算した額
パーライト １台 250円
ハロゲンスポットライト(500W) １台 250円
ハロゲンスポットライト(1Kw) １台 300円
ハロゲンスポットライト（1.5Kw） １台 350円
カッタースポットライト １台 300円
クセノンピンスポットライト １台 3,000円
ストリップライト １台 300円
効果用スポット １台 700円
先玉 １台 200円
舞台フットライト １式 500円
花道フットライト １式 300円
ストロボ １式700円
ミラーボール １台 700円
マイクロフォン １台 600円
３点吊マイクロフォン装置 １基 1,000円
ワイヤレスマイクロフォン
 １台 1,000円
ステージスピーカー １式 1,000円
跳返りスピーカー １式 1,000円
可搬型ミキサー １式 1,000円
可搬型グラフィックイコライザー １台 500円
可搬型エフェクター １台 500円
カセットテープレコーダー １台 500円
CDプレーヤー １台 500円
MDレコーダー １台 500円
ビデオデッキ １台 500円
DVDプレーヤー １台 500円
拡声装置 １式 3,000円
ピアノ（外国製） １台 10,000円
ピアノ（日本製） １台5,000円
大太鼓 １台 500円
映写機 １台 2,000円
映写スクリーン １枚 1,000円
プロジェクター １台 2,000円
シャワー又は浴室 １式 1,000円

■冷房又は暖房を使用する場合の利用料
金
ホール １時間までごとに 6,000円

■ホール
入場料を徴収しないで利用する場合
平日
午前９時から正午まで　14,250円
午後１時から午後５時まで　21,380円
午後６時から午後10時まで　26,480円
午前９時から午後５時まで　35,640円
午後１時から午後10時まで　47,870円
午前９時から午後10時まで　62,120円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　16,290円
午後１時から午後５時まで　25,460円
午後６時から午後10時まで　30,550円
午前９時から午後５時まで　41,750円
午後１時から午後10時まで　56,010円
午前９時から午後10時まで　72,310円
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場
合
平日
午前９時から正午まで　18,330円
午後１時から午後５時まで　28,510円
午後６時から午後10時まで　33,610円
午前９時から午後５時まで　46,850円
午後１時から午後10時まで　62,120円
午前９時から午後10時まで　80,460円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　21,380円
午後１時から午後５時まで　33,610円
午後６時から午後10時まで　38,700円
午前９時から午後５時まで　55,000円
午後１時から午後10時まで　72,310円
午前９時から午後10時まで　93,700円
1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴
収して利用する場合
平日
午前９時から正午まで　24,440円
午後１時から午後５時まで　36,660円
午後６時から午後10時まで　43,790円
午前９時から午後５時まで　61,110円
午後１時から午後10時まで　80,460円
午前９時から午後10時まで　104,900円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　27,500円
午後１時から午後５時まで　41,750円
午後６時から午後10時まで　48,880円
午前９時から午後５時まで　69,250円
午後１時から午後10時まで　90,640円
午前９時から午後10時まで　118,140円
3,000円を超える入場料を徴収して利用する
場合
平日
午前９時から正午まで　28,510円
午後１時から午後５時まで　43,790円
午後６時から午後10時まで　52,960円
午前９時から午後５時まで　72,310円
午後１時から午後10時まで　96,750円
午前９時から午後10時まで　125,270円
日曜日、土曜日及び休日
午前９時から正午まで　32,590円
午後１時から午後５時まで　49,900円
午後６時から午後10時まで　59,070円
午前９時から午後５時まで　82,500円
午後１時から午後10時まで　108,980円
午前９時から午後10時まで　141,570円

■楽屋１，２，３
午前９時から正午まで　500円
午後１時から午後５時まで　610円
午後６時から午後10時まで　710円
午前９時から午後５時まで　1,120円
午後１時から午後10時まで　1,320円
午前９時から午後10時まで　1,830円

■楽屋４
午前９時から正午まで　810円
午後１時から午後５時まで　910円
午後６時から午後10時まで　1,010円
午前９時から午後５時まで　1,730円
午後１時から午後10時まで　1,930円
午前９時から午後10時まで　2,750円

■リハーサル室
午前９時から正午まで　1,520円
午後１時から午後５時まで　1,830円
午後６時から午後10時まで　2,030円
午前９時から午後５時まで　3,360円
午後１時から午後10時まで　3,870円
午前９時から午後10時まで　5,390円

■練習室
午前９時から正午まで　1,320円
午後１時から午後５時まで　1,620円
午後６時から午後10時まで　1,830円
午前９時から午後５時まで　2,950円
午後１時から午後10時まで　3,460円
午前９時から午後10時まで　4,780円

■会議室１、会議室２、会議室３
午前９時から正午まで　1,010円
午後１時から午後５時まで　1,220円
午後６時から午後10時まで　1,420円
午前９時から午後５時まで　2,240円
午後１時から午後10時まで　2,640円
午前９時から午後10時まで　3,660円

■展示室
午前９時から正午まで　3,050円
午後１時から午後５時まで　3,050円
午後６時から午後10時まで　3,050円
午前９時から午後５時まで　6,110円
午後１時から午後10時まで　6,110円
午前９時から午後10時まで　9,160円

■付属設備を利用する場合の利用料金
舞台所作台（花道を含む。）　１式　8,140円
松竹羽目　１式 1,010円
金屏風 １双 1,520円
仮設鳥屋囲 １式 1,010円
緋毛せん １枚 200円
上敷ござ １枚 100円
地がすり １枚 1,520円
効果用幕 １枚 810円
音響反射板 １式 4,070円
オーケストラ台 １式 2,030円
平台 １台 200円
演台（司会卓、脇台及び花台を含む。）
 １式 500円
バレエ用シート １枚 500円
効果用マシン １台 500円
照明セット
 Aセット（50kwまで）
 １式 10,180円
 Bセット（100kwまで）
 １式 20,370円
 Cセット（150kwまで） １式 30,550円
 Dセット（200kwまで） １式 40,740円
ただし、200kwを超える場合は、40,740円に、
200kwを超える50kwまでごとに10,000円を加
算した額
パーライト １台 250円
ハロゲンスポットライト(500W) １台 250円
ハロゲンスポットライト(1Kw) １台 300円
ハロゲンスポットライト（1.5Kw） １台 350円
カッタースポットライト １台 300円
クセノンピンスポットライト １台 3,050円
ストリップライト １台 300円
効果用スポット １台 710円
先玉 １台 200円
舞台フットライト １式 500円
花道フットライト １式 300円
ストロボ １式 710円
ミラーボール １台 710円
マイクロフォン １台 610円
３点吊マイクロフォン装置 １基 1,010円
ワイヤレスマイクロフォン
 １台 1,010円
ステージスピーカー １式 1,010円
跳返りスピーカー １式 1,010円
可搬型ミキサー １式 1,010円
可搬型グラフィックイコライザー １台 500円
可搬型エフェクター １台 500円
カセットテープレコーダー １台 500円
CDプレーヤー １台 500円
MDレコーダー １台 500円
ビデオデッキ １台 500円
DVDプレーヤー １台 500円
拡声装置 １式 3,050円
ピアノ（外国製） １台 10,180円
ピアノ（日本製） １台 5,090円
大太鼓 １台 500円
映写機 １台 2,030円
映写スクリーン １枚 1,010円
プロジェクター １台 2,030円
シャワー又は浴室 １式 1,010円

■冷房又は暖房を使用する場合の利用料
金
ホール １時間までごとに 6,110円



13 温泉施設 御牧乃湯
東御市温泉コ
ミュニティセン
ター条例

商工観光課
☎64—5895

・入館料
　1回利用券（大人）　500円
　11回利用券（大人）　5,000円
　福祉風呂利用券（1時間30分）　1,000円

・入館料
　1回利用券（大人）　510円
　11回利用券（大人）　5,100円
　福祉風呂利用券（1時間30分）　1,020円

14 その他 温泉テニスコート
東御市温泉コ
ミュニティセン
ター条例

商工観光課
☎64—5895

・1面1時間　500円
・照明1面1時間　500円

・1面1時間　510円
・照明1面1時間　510円

15 温泉施設 明神館
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・入館料
　1回利用券（大人）　500円
　11回利用券（大人）　5,000円
・地階広間及びふるさとの間
　1人1回（大人）　525円
　1人1回（小人）　315円

・入館料
　1回利用券（大人）　510円
　11回利用券（大人）　5,100円
・地階広間及びふるさとの間
　1人1回（大人）　530円
　1人1回（小人）　320円

16 公園施設 マレットゴルフ場
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1時間（専用する場合）　1,000円 ・1時間（専用する場合）　1,020円

17 公園施設 テニスコート
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1面1時間　500円 ・1面1時間　510円

18 公園施設 登り窯
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1回　40,000円 ・1回　40,740円

19 公園施設 陶芸窯工房
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・4時間未満
　1名　500円
　素焼き1回　1,800円
　本焼き1回　2,500円
・4時間以上8時間未満
　1名　1,000円
　素焼き1回　1,800円
　本焼き1回　2,500円

・4時間未満
　1名　510円
　素焼き1回　1,830円
　本焼き1回　2,540円
・4時間以上8時間未満
　1名　1,020円
　素焼き1回　1,830円
　本焼き1回　2,540円

20 公園施設 野外ステージ
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1日　5,000円 ・1日　5,090円

21 公園施設
簡易宿泊施設（コ
テージ）

東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・宿泊
　1棟基本収容人員（4人用）　12,000円
　1棟基本収容人員（4人用）8月のみ　15,000
円
　基本収容人員超え1名増すごと　1,500円
・日帰り
　人数制限なし　7,000円
　延長料金1時間　1,500円
　暖房費　冬季1回　1,500円

・宿泊
　1棟基本収容人員（4人用）　12,220円
　1棟基本収容人員（4人用）8月のみ　15,270
円
　基本収容人員超え1名増すごと　1,520円
・日帰り
　人数制限なし　7,130円
　延長料金1時間　1,520円
　暖房費　冬季1回　1,520円

22 公園施設 農林業体験宿泊施設
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・宿泊
　1棟基本収容人員（4人用）　3,000円
　基本収容人員超え1名増すごと　500円

・宿泊
　1棟基本収容人員（4人用）　3,050円
　基本収容人員超え1名増すごと　510円

23 公園施設 野外炊事施設
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1箇所　500円 ・1箇所　510円

24 公園施設 バーベキューハウス
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・コンロ1箇所使用　1,800円 ・コンロ1箇所使用　1,830円

25 公園施設 キャンプ場
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1区画（燃料及び野外炊事施設含）　1,000
円

・1区画（燃料及び野外炊事施設を含）
1,020円

26 公園施設 紙すき工房
東御市芸術むら
公園条例

商工観光課
☎64—5895

・1人1回（大人）　1,000円
・1人1回（小人）　500円

・1人1回（大人）　1,020円
・1人1回（小人）　510円

27 公民館等 中央公民館 公民館条例
生涯学習課
☎64-5885

・講堂
  4時間まで  5,600円
　8時間まで10,100円
  8時間超　超過料金1時間につき1,100円
・講義室
　4時間まで3,700円
  8時間まで6,700円
　8時間超　超過料金1時間につき800円
・第4学習室
　4時間まで2,000円
  8時間まで3,600円
　8時間超　超過料金1時間につき400円
・第5学習室
　4時間まで1,300円
  8時間まで2,400円
　8時間超　超過料金1時間につき300円
・その他の部屋
　4時間まで  700円
  8時間まで1,200円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

・講堂
　4時間まで 5,700円
  8時間まで10,280円
　8時間超　超過料金1時間につき1,120円
・講義室
　4時間まで3,760円
  8時間まで6,820円
　8時間超　超過料金1時間につき810円
・第4学習室
　4時間まで2,030円
  8時間まで3,660円
　8時間超　超過料金1時間につき400円
・第5学習室
　4時間まで1,320円
  8時間まで2,440円
　8時間超　超過料金1時間につき300円
・その他の部屋
　4時間まで  710円
  8時間まで1,220円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

28 公民館等
滋野コミュニティー
センター
滋野公民館

滋野コミュニ
ティーセンター条
例
公民館条例

生涯学習課
☎64-5885

・大会議室
　4時間まで2,200円
　8時間まで4,100円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　700円
　8時間まで1,200円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

・大会議室
　4時間まで2,240円
　8時間まで4,170円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　710円
　8時間まで1,220円
　8時間超　超過料金1時間につき100円



29 公民館等 祢津公民館 公民館条例
生涯学習課
☎64-5885

・大会議室
　4時間まで2,200円
　8時間まで4,100円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　700円
　8時間まで1,200円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

・大会議室
　4時間まで2,240円
　8時間まで4,170円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　710円
　8時間まで1,220円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

30 公民館等
和コミュニティーセ
ンター
和公民館

和コミュニティー
センター条例
公民館条例

生涯学習課
☎64-5885

・大会議室
　4時間まで2,200円
　8時間まで4,100円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　700円
　8時間まで1,200円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

・大会議室
　4時間まで2,240円
　8時間まで4,170円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　710円
　8時間まで1,220円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

31 公民館等 北御牧公民館 公民館条例
生涯学習課
☎64-5885

・大会議室
　4時間まで2,200円
　8時間まで4,100円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　700円
　8時間まで1,200円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

・大会議室
　4時間まで2,240円
　8時間まで4,170円
　8時間超　超過料金1時間につき500円
・小会議室
　4時間まで　710円
　8時間まで1,220円
　8時間超　超過料金1時間につき100円

32 公民館等 青年研修センター 青年研修センター条例
生涯学習課
☎64-5885

　4時間まで2,000円
　8時間まで3,600円
　8時間超　超過料金1時間につき400円

　4時間まで2,030円
　8時間まで3,660円
　8時間超　超過料金1時間につき400円

33 学校 東部中学校
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例施行規則

教育課
☎64-5879

【電灯使用料】
体育館　１時間　800円
校庭　　１時間　800円

【電灯使用料】
体育館　１時間　810円
校庭　　１時間　810円

34
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例

教育課
☎64-5879

【施設使用料】
音楽ホール　１時間　1,500円

【施設使用料】
音楽ホール　１時間　1,520円

35
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例施行規則

教育課
☎64-5879

【電灯使用料】
体育館　１時間　800円
校庭　１時間　800円
音楽ホール　１時間　2,000円

【冷房器具使用料】
音楽ホール　１時間　1,500円

【暖房器具使用料】
音楽ホール　１時間　1,000円
体育館　１時間　1,000円

【附属設備使用料】
舞台音響装置　舞台袖機器　１回　3,000円
舞台音響装置　操作室機器　１回　6,000円
舞台照明装置　舞台袖機器　１回　3,000円
舞台照明装置　舞台袖機器　１回　6,000円

【電灯使用料】
体育館　１時間　810円
校庭　１時間　810円
音楽ホール　１時間　2,030円

【冷房器具使用料】
音楽ホール　１時間　1,520円

【暖房器具使用料】
音楽ホール　１時間　1,010円
体育館　１時間　1,010円

【附属設備使用料】
舞台音響装置　舞台袖機器　１回　3,050円
舞台音響装置　操作室機器　１回　6,110円
舞台照明装置　舞台袖機器　１回　3,050円
舞台照明装置　舞台袖機器　１回　6,110円

36 学校 田中小学校
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例施行規則

教育課
☎64-5879

【電灯使用料】
校庭　１時間　800円

【電灯使用料】
校庭　１時間　810円

37 学校 滋野小学校
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例施行規則

教育課
☎64-5879

【電灯使用料】
校庭　１時間　800円

【電灯使用料】
校庭　１時間　810円

38 学校 祢津小学校
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例施行規則

教育課
☎64-5879

【電灯使用料】
校庭　１時間　800円

【電灯使用料】
校庭　１時間　810円

39 学校 和小学校
東御市立学校施
設の開放に関す
る条例施行規則

教育課
☎64-5879

【電灯使用料】
校庭　１時間　800円

【電灯使用料】
校庭　１時間　810円

学校 北御牧中学校



40 児童館 児童館 児童館条例
教育課
☎64-5906

・北御牧児童館遊戯室
　4時間まで2,000円
　8時間まで4,000円
・北御牧児童館その他の室
　4時間まで1,000円
　8時間まで2,000円
・その他の児童館遊戯室
　4時間まで1,200円
　8時間まで2,200円
・その他の児童館その他の室
　4時間まで600円
　8時間まで1,100円

・北御牧児童館遊戯室
　4時間まで2,030円
　8時間まで4,070円
・北御牧児童館その他の室
　4時間まで1,010円
　8時間まで2,030円
・その他の児童館遊戯室
　4時間まで1,220円
　8時間まで2,240円
・その他の児童館その他の室
　4時間まで610円
　8時間まで1,120円

41 その他 －
地域情報交流施
設条例

企画振興課
☎64-5806

・ケーブルテレビ月額利用料
　2,160円
・加入申込金
　32,400円
・その他

・ケーブルテレビ月額利用料
　2,200円
・加入申込金
　33,000円
・その他

42
分担金
(給水装置) — 東御市水道条例

上下水道課
☎64-5884

・口径　　　　　　　　　　　　　　分担金
　13ｍｍ　　　　　　　　　　　　64,800円
　20ｍｍ　　　　　　　　　　　162,000円
　25ｍｍ　　　　　　　　　　　216,000円
　30ｍｍ　　　　　　　　　　　270,000円
　40ｍｍ　　　　　　　　　　　432,000円
　50ｍｍ　　　　　　　　　　　648,000円
　75ｍｍ　　　　　　　　　　1,404,000円

・口径　　　　　　　　　　　　　　分担金
　13ｍｍ　　　　　　　　　　　　66,000円
　20ｍｍ　　　　　　　　　　　165,000円
　25ｍｍ　　　　　　　　　　　220,000円
　30ｍｍ　　　　　　　　　　　275,000円
　40ｍｍ　　　　　　　　　　　440,000円
　50ｍｍ　　　　　　　　　　　660,000円
　75ｍｍ　　　　　　　　　　1,430,000円

43 水道料 — 東御市水道条例
上下水道課
☎71-9100

・使用水量　　　　　　　　　金額（1㎥につき）
　6㎥まで　　 　　　　　　　　　　1,026円
　6㎥を超え20㎥まで　　 　　172.80円
　20㎥を超え50㎥まで　　　 　　216円
　50㎥を超え100㎥まで）　　280.80円
　100㎥を超える分　　　 　　　　324円

・使用水量　　　　　　　　　金額（1㎥につき）
　6㎥まで　　 　　　　　　　　　　1,045円
　6㎥を超え20㎥まで　　 　　　　176円
　20㎥を超え50㎥まで　　　 　　220円
　50㎥を超え100㎥まで）　　　　286円
　100㎥を超える　　　  　　　　 　330円

44
下水道
使用料

—
東御市下水道条
例

上下水道課
☎71-9100

・使用水量　　　　　　　　　金額（1㎥につき）
　10㎥まで　　 　　　　　　　　　1,620円
　10㎥を超え30㎥まで　 　　167.40円
　30㎥を超え50㎥まで　　　 178.20円
　50㎥を超え100㎥まで）　　   189円
　100㎥を超える分　　　 　　205.20円

・使用水量　　　　　　　　　金額（1㎥につき）
　10㎥まで　　 　　　　　　　　　1,650円
　10㎥を超え30㎥まで　 　　170.50円
　30㎥を超え50㎥まで　　　 181.50円
　50㎥を超え100㎥まで）　　192.50円
　100㎥を超える分　　　 　　    209円

病院等料金条例
市民病院
☎62-0050

■市民病院・みまき温泉診療所
・身体検査書 １通 1,830円
・普通診断書 １通 1,620円
・生命保険用診断（証明）書 １通 4,320円
・国民年金・福祉年金・厚生年金用診断書 １
通 3,560円
・身体障害者診断書 １通 2,370円
・恩給診断書 １通 3,560円
・労災保険用診断書 １通 750円以上5,400円
以下の範囲内で市長が定める額
・傷害事件用診断書 １通 1,830円
・自動車損害賠償責任保険用診断書 １通
4,420円（診療報酬明細書の証明を含む。）
・死亡診断書 １通 3,130円
・死体検案書 １通 4,960円
・諸証明書（上記証明書の一部を除く。） １
通 1,080円
・死体検案料 １件 4,960円に平成20年厚生
労働省告示第59号別表第１に定める往診料
に相当する額と自動車使用料を加えて得た
額
・自動車使用料 市外 １件 540円
・市民病院病室使用料 特室（230） １日
5,400円
      　　　　個室（233、235、236、237、238、
241、242） １日 3,450円
      　　　　個室（211、212、213、215、216、
217） １日 3,240円
■助産所とうみ
・分べん介助料 １件 200,000円（出生時間が
午後８時から翌日午前８時までの場合に
あっては、２割増）
・じょく婦管理料 １日 5,000円
・助産所入院基本料 １日 22,000円
・助産所特室使用料 １日 1,000円

■市民病院・みまき温泉診療所
・身体検査書 １通 2,200円
・普通診断書 １通 2,750円
・生命保険用診断（証明）書 １通 5,500円
・国民年金・福祉年金・厚生年金用診断書 １
通 5,500円
・身体障害者診断書 １通 3,300円
・恩給診断書 １通 4,400円
・労災保険用診断書 １通 760円以上5,500円
以下の範囲内で市長が定める額
・傷害事件用診断書 １通 3,300円
・自動車損害賠償責任保険用診断書 １通
5,500円 （診療報酬明細書の証明を含む。）
・死亡診断書 １通 5,500円
・死体検案書 １通 7,700円
・諸証明書（上記証明書の一部を除く。） １
通 1,100円
・死体検案料 １件 5,050円に平成20年厚生
労働省告示第59号別表第1に定める往診料
に相当する額と自動車使用料を加えて得た
額
・自動車使用料 市外 １件 550円
・市民病院病室使用料 特室（230） １日
5,500円
      　　　　個室（231、232、233、235、236、
237、238、241、242） １日 3,520円
      　　　　個室（211、212、213、215、216、
217） １日 3,300円
■助産所とうみ
・分べん介助料 １件 203,000円（出生時間が
午後8時から翌日午前8時までの場合にあっ
ては、2割増）
・じょく婦管理料 １日 7,000円
・助産所入院基本料 １日 26,000円
・助産所特室使用料 １日 2,100円

45 病院
東御市民病院
助産所とうみ
みまき温泉診療所


